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令和６年第１回竜王町議会定例会（第１号） 

                            令和６年２月２６日 

                            午後１時００分開会 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程（第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第 ２号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 

            整備に関する条例 

日程第 ４ 議第 ３号 竜王町行政手続における特定の個人を識別するための番号 

            の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定 

            個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第 ４号 竜王町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条 

            例等の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第 ５号 竜王町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議第 ６号 竜王町介護保険条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議第 ７号 竜王町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条 

            例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議第 ８号 竜王町給水条例および竜王町布設工事監督者の配置および 

            資格ならびに水道技術管理者の資格を定める条例の一部を 

            改正する条例 

日程第１０ 議第 ９号 竜王町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

日程第１１ 議第１０号 令和５年度竜王町一般会計補正予算（第８号） 

日程第１２ 議第１１号 令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第３号） 

日程第１３ 議第１２号 令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第２号） 

日程第１４ 議第１３号 令和５年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１５ 議第１４号 令和５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第１６ 議第１５号 令和５年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

            号） 

日程第１７ 議第１６号 令和５年度竜王町水道事業会計補正予算（第４号） 
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日程第１８ 議第１７号 令和５年度竜王町下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１９ 議第１８号 令和６年度竜王町一般会計予算 

日程第２０ 議第１９号 令和６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            予算 

日程第２１ 議第２０号 令和６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            予算 

日程第２２ 議第２１号 令和６年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第２３ 議第２２号 令和６年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第２４ 議第２３号 令和６年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２５ 議第２４号 令和６年度竜王町土地取得特別会計予算 

日程第２６ 議第２５号 令和６年度竜王町水道事業会計予算 

日程第２７ 議第２６号 令和６年度竜王町下水道事業会計予算 

日程第２８ 議第２７号 工事請負契約の締結について 
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２ 会議に出席した議員（１２名） 

 １番 中 村 匡 希   ２番 三 宅 政 仁 

 ３番 若 井 政 彦   ４番 大 橋 裕 子 

 ５番 鎌 田 勝 治   ６番 橘   せつ子 

 ７番 澤 田 満 夫   ８番 磯 部 俊 男 

 ９番 内 山 英 作  １０番 森 島 芳 男 

１１番 山 田 義 明  １２番 小 西 久 次 

３  会議に欠席した議員（なし） 

４  会議録署名議員 

１１番 山 田 義 明   １番 中 村 匡 希 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 西田 秀治  教育委員会教育長 甲津 和寿 

副 町 長 杼木 栄司  総 務 主 監 図司 明徳 

住 民 福 祉 主 監 川嶋 正明  産 業 建 設 主 監 井口 清幸 

会 計 管 理 者 寺本 育美  総 務 課 長 寺嶋  要 

未 来 創 造 課 長 谷  大太  中 心 核 整 備 課 長 森  徳男 

税 務 課 長 中島 孝之  生 活 安 全 課 長 冨田 尚弘 

住 民 課 長 臼井由美子  福 祉 課 長 中原 江理 

健 康 推 進 課 長 西村 忠晃  自 立 支 援 課 長 野村 博嗣 

農 業 振 興 課 長 冨家 和典  商 工 観 光 課 長 岩田 宏之 

建 設 計 画 課 長 市岡 忠司  上 下 水 道 課 長 森岡 道友 

教 育 次 長 兼 
生 涯 学 習 課 長 

知禿 雅仁  教 育 総 務 課 長 町田 啓司 

学 校 教 育 課 長 安食  敬    

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 小森久美子  書 記 井村奈緒美 
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開会 午後１時００分 

○議長（小西久次） 皆さん、こんにちは。 

ただいまの出席議員数は１２人であります。よって、定足数に達していますの

で、これより令和６年第１回竜王町議会定例会を開会いたします。 

会議に入ります前に、町長より発言の申出がございますので、これを認めるこ

とにいたします。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） 皆さん、こんにちは。令和６年竜王町議会第１回定例会の開

会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

本日、本定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私

何かと御多用の中、御出席いただき厚くお礼を申し上げます。 

さて、本年元旦に発生いたしました能登半島巨大地震につきましては、国とし

て総力を挙げて復興復旧を進めておられますが、状況は厳しく、もうしばらく時

間を要するところでございます。 

私ども市町といたしましても、国・県と共同し、給水や下水対策、建物等被害

状況の確認など、職員派遣についても可能な支援を行い、一日も早い復興復旧に

努めてまいります。 

次に、本町の大きな課題となっております、ダイハツ工業の認証試験の不正問

題から発生いたしております滋賀工場の生産・出荷停止に関しましては、３月４

日以降に一部車両、「ロッキー」、「ライズ」及び「レックス」のガソリン車に

ついて生産を再開するとの報道がなされ、一歩前進との受け止めがなされており

ますけれども、「タント」等の主力の軽自動車は３月１５日まで停止とのことで、

一日も早い信頼回復とともに、生産の再開が進みますよう祈念しているところで

ございます。 

また、滋賀工場の立地自治体といたしまして、１月２５日には１１市町共同で

の国への地域雇用と経済を守るための対策の要望を行い、２月１５日にはダイハ

ツ工業本社へ、奥平社長、また星加新副社長等々、幹部を激励表敬させていただ

き、直近の状況について説明をお聞きしたところでございます。 

次に、本定例会では、令和６年度当初予算をはじめ、多くの案件を上程させて

いただきます。議員各位並びに町民の皆様に御理解と御協力を賜りたく、新年度

予算の事業概要につきまして丁寧な説明に努めてまいります。 

それでは、新年度の主な事業の概要につきまして、３つの柱ごとに説明いたし
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ます。 

まず、１つ目の柱、「活力あふれるまちづくり」に関する事業でございます。

竜王町中心核「交流・文教ゾーン」整備のリーディングプロジェクトであります、

竜王小学校の建設工事に着手し、安心で快適かつ多様な学びの教育環境を提供い

たします。併せて、交流・文教ゾーンの事業地造成及び道路工事を継続して行う

とともに、ゾーン内の公園及び学童保育所の実施設計を行います。 

次に、２つ目の柱でございます。「安心して暮らせるまちづくり」に関する事

業でございます。子育て世帯への支援として、小中学校の給食費の無償化、また、

こども医療費の助成対象をこれまでの中学生までから高校生世代までに対象を拡

大いたします。 

そして、３つ目の柱、「みんなで進めるまちづくり」に関する事業でございま

す。庁舎における窓口のワンストップサービスを推進するため、総合庁舎１階事

務室等の改修工事を行います。 

以上、新年度の主な事業の概要を申し上げました。 

一般会計の歳入歳出予算総額は過去最大となり、９１億円、対前年度比１９億

９，２００万円の増額となりました。これまで議員各位並びに町民の皆様に御理

解と御協力をいただき、将来に向けた取組を進めてまいりましたが、令和６年度

においては、「未来へつなぐ次世代への投資予算」として、さらに大きく前進し

てまいりたいと存じます。 

最後に、本定例会に提案申し上げます案件につきまして、慎重なる御審議を賜

り、適切な御結論をいただきますようお願い申し上げ、開会に当たりましての御

挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小西久次） これより本日の会議を開きます。 

皆さんのお手元に専決処分報告書、並びに議会諸般報告書を配付いたしました

ので、よろしくお願いいたします。 

なお、説明は省略いたしますので、御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（小西久次） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

竜王町議会会議規則第１２５条の規定により、１１番 山田義明議員、１番 

中村匡希議員を指名いたします。 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ２ 会期の決定 

○議長（小西久次） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日２月２６日から３月２２日までの２６日間といたし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日２

月２６日から３月２２日までの２６日間と決定いたしました。 

なお、会期の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により会

議を進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

これより一般行政について町長より、また、教育行政について教育長より、そ

れぞれ方針表明の申出がありますので、これを認めることといたします。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） 本日ここに、令和６年竜王町議会第１回定例会の開会に当た

りまして、新しい年度に向けた町政の執行について、その方針を申し述べます。 

まず、我が国の経済は、コロナ禍の３年間を乗り越え改善しつつあり、３０年

ぶりとなる高水準の賃上げなど経済には前向きな動きが見られ、デフレから脱却

し、経済の新たなステージに移行する千載一遇のチャンスを迎えておりますが、

賃金上昇は輸入価格の上昇を起点とする物価上昇に追いついておらず、個人消費

や設備投資は依然として力強さを欠いており、これを放置すれば再びデフレに戻

るリスクがございます。 

経済財政運営に当たりましては、総合経済対策を着実に実行し、物価高対策と

ともに国民の可処分所得を下支えするための対策を講じることにより、最優先課

題である経済の再生に取り組むとともに、民間需要主導の持続的な成長とデフレ

からの脱却、成長と分配の好循環の実現を目指すこととしています。 

具体的には、持続的で構造的な賃上げの実現に向け、中小企業等の価格転嫁の

円滑化、リ・スキリングによる能力向上の支援など、三位一体の労働市場改革等

に取り組みつつ、科学技術・イノベーション、グリーントランスフォーメーショ

ン、デジタルトランスフォーメーション、スタートアップといった潜在成長率を

高めるための国内投資の拡大を促進するとともに、防災・減災・国土強靭化、防
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衛力の抜本的強化、経済安全保障の推進、食料安全保障及びエネルギー安全保障

の強化などの取組を推進することとされています。 

本町の令和５年度決算といたしましては、歳入は、町税収入のうち町民税は当

初予算から減収を見込むものの、固定資産税は滋賀竜王工業団地における操業開

始等による増加を見込んでおりまして、全体としては増加する見込みでございま

す。 

歳出は、国の施策といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策のため集団

接種によるワクチン接種を推進するとともに、経済対策として、住民税非課税世

帯等及び低所得の子育て世帯に対する支援を行いました。併せて、町独自施策と

して、国の地方創生臨時交付金を活用し、保護者へ負担を転嫁させないための学

校給食事業特別会計への支援、割引クーポン事業並びに医療機関及び保育所の物

価高騰に対する支援を行いました。 

また、「活力あふれるまちづくり」として、竜王町コンパクトシティ化構想に

おける中心核整備として事業用地の取得、竜王小学校建設基本設計・実施設計を

行いました。これ以外にも、魅力ある農業の推進、チョイソコりゅうおうの運行、

シティプロモーション、若者も暮らしたくなる定住のための住まい助成及び新た

な企業誘致に向けた取組を行いました。 

「安心して暮らせるまちづくり」といたしましては、小中学生の医療費無償化

を継続し、就学前までの児童を対象とした誕生祝、総合運動公園内芝生広場拡張

工事、農業用ため池の耐震調査、環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画の策

定、並びにバイオマス資源の活用に向けた取組を行いました。 

「みんなで進めるまちづくり」としましては、ふるさと竜王夏まつり及び第４

０回記念文化祭を開催しつつ、地域コミュニティ維持・活性化の取組を行いまし

た。また、住民健診ＷＥＢ予約システム並びに議会タブレット端末及びペーパー

レス会議システムを導入し、ＤＸの推進を進めています。 

令和６年度当初予算案につきましては、これまでのまちづくりの取組及び重点

施策プロジェクトの取組を継続しつつ、「活力と安心、新時代に希望をかなえる

まちづくり」とテーマを掲げ、「明るく元気で活力あふれる強いまち竜王町」、

また、「次世代に誇れるまち竜王町」を柱とし、第六次竜王町総合計画で定めた、

１０年後のあるべき姿「若者も暮らしたい 希望かなえる 輝竜の郷～心弾む新

時代へのチャレンジ～」の実現に向けた施策に対し、予算を重点配分しておりま

す。 
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町税は令和５年度当初予算から減少になる見込みですが、財政規律を守りなが

ら、これまで積み立てた基金等の財源を最大限活用し、特に竜王小学校の建設、

小中学校の給食費の無償化を行うなど、子どもを中心とした施策を実施すること

から、未来へつなぐ次世代への投資予算としまして、一般会計の歳入歳出予算総

額を９１億円、対前年度２８．０％の増としております。これまでのまちづくり

の取組及び重点施策プロジェクトの取組を継続しつつ、第六次竜王町総合計画の

基本施策であります「豊かさ」や「やさしさ」、また「つながり」の３分野の重

点プロジェクトを推し進めることで、将来像の実現を目指してまいります。 

次に、主な重点施策について、第六次竜王町総合計画の３分野の基本施策に沿

って説明いたします。 

「活力あふれるまちづくり～発展・進化を生み出す豊かさの創造～」につきま

して、本町の地理的優位性や産業構造などの特徴を活かしてまちをより便利に、

そして、活性化することで魅力を発信していく取組に関する分野でございます。 

まず、竜王町コンパクトシティ化構想における中心核整備事業として竜王小学

校建設工事を行うとともに、交流・文教ゾーンの造成工事及び道路工事、並びに

公園及び学童保育所の実施設計を行います。 

次に、魅力ある地域農業の持続的な発展を目指す事業として、令和５年度に引

き続き農業基盤整備に向けた効果予測及びマーケティング調査を行い、また、本

町の魅力である農業を推進するために必要な支援を行います。加えて、バイオマ

ス資源の地域内循環を実現するために、バイオマスボイラーの導入等を行います。 

次に、道路ネットワークの強化と地域交通の充実を目指す事業として、新たな

道路開通に係る現地調査を行う一方で、既存の橋梁の安全確保のために橋梁点検

調査を行います。また、幹線交通及び地域内交通の維持・確保に取り組みます。 

次に、選ばれるまちの実現にむけた魅力発信を目指す事業として、定住人口獲

得のために、まちの魅力を内外に発信するシティプロモーションを引き続き行い

ます。また、若者定住のための住まい助成を継続し、転入した子育て世帯に対し

て町独自の給付金を給付します。併せて、新婚夫婦の新生活を応援するため、住

宅費用等に対して助成を行います。ふるさと納税につきましては、さらなる寄附

をいただけるよう、もう一段、取組の強化を図ります。 

次に、「安心して暮らせるまちづくり～次世代に引き継げるやさしさの創造～」

につきまして、快適かつ安全な環境の中で、誰もが生涯にわたって健やかに安心

して暮らせるまちを創出していく取組に関する分野でございます。 
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「こどもまんなか社会」と地域共生社会の構築をめざす事業として、子育て世

帯の経済的支援のため、小中学校の給食費の無償化を行います。また、全ての妊

婦、子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備を進めるとともに、小

中学生の医療費無償化を継続し、新たに高校生世代まで助成を拡充いたします。

さらに、各世帯が抱える複合的な困りごとに対して、関係機関、地域住民が連携

して解決できるよう、包括的な総合相談や地域づくりを推進します。その他、新

たに帯状疱疹予防接種に係る費用を助成します。 

次に、子どもの生き抜く力を育む魅力ある学校・園づくりとして、確かな学力

を育む学校教育を推進します。また、教職員が子どもと向き合う時間を確保する

ことに加えて、部活動指導員等の配置や増員により支援体制の充実を図ります。 

次に、「する・みる・ささえる」豊かなスポーツライフをめざす事業としまし

て、国民スポーツ大会に向けた競技施設の設営準備及び機運醸成に係る取組を行

います。また、誰もが健康に年を重ねることができるよう、河川敷にグラウンド

ゴルフ場を整備いたします。 

次に、地域防災力の向上と交通安全対策を推進する事業として、農業用ため池

の災害リスク軽減に係る取組を行います。また、消防施設の整備を行うとともに、

消防装備の充実を図ります。加えて、交通安全意識の向上を図るための支援を行

います。 

次に、「みんなで進めるまちづくり～新たな時代に対応したつながりの創造～」

でございます。まちづくりを効果的に進めるための仕組みづくりに関する分野で

ございます。 

ワンストップサービスの推進と地域コミュニティの活性化をめざす事業としま

して、総合庁舎１階事務室等改修工事により、来庁者にとって利便性の高い環境

を整備します。また、地域コミュニティの維持・活性化の取組も行います。 

最後に、方針の説明につきましては、第六次竜王町総合計画に沿った形とさせ

ていただきましたが、予算編成に当たりましては、本町が過去から積み上げてき

た実績を踏まえつつ、これまでのまちづくりの取組及び重点施策プロジェクトの

取組も継続していきます。この方針の下、各事業の目的を見定め、明るく元気な

まちづくりに向けて取り組むとともに、令和７年度の町制７０周年に向けて積極

的に挑戦し続けてまいります。 

町民皆様の声を真摯に受け止め、町政発展のため尽力してまいりますので、議

員皆様方の格段の御指導、御協力をはじめ、町民皆様のより一層の御理解、御支
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援を賜りますようお願い申し上げ、令和６年度に当たっての行政執行方針といた

します。どうぞよろしくお願いしておきます。 

○議長（小西久次） 甲津教育長。 

○教育委員会教育長（甲津和寿） それでは、私のほうから、令和６年度の竜王町

教育行政基本方針について説明させていただきます。 

お手元の冊子、１ページ目からを御覧ください。 

令和６年度竜王町教育行政基本方針。 

夢と志を持ち未来に向かってたくましく生き抜く人づくり。 

～キラリと光る教育で竜王の人づくり・まちづくり～ 

まず初めに、我が国は数年にわたる新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り、経済、社会活動において、これまで経験したことのない未曽有の事態への対

応に迫られてきました。教育分野においては、長期にわたる学校休業、分散登校、

行事の中止や縮小、文化体育施設の閉鎖等、初めての対応に苦慮してきましたが、

「発想の転換」、「柔軟な対処」、「アイデアの創出」を考え方や行動の指針と

して、その時々においてできることに精一杯取り組んできました。 

今後は、ポストコロナ時代にふさわしい「これからの教育」に積極的に取り組

んでいく必要があります。ここで大切にしていきたい視点は、学校教育において

は、中央教育審議会における「令和の日本型学校教育」と題して答申された、全

ての子どもたちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」を両

立する授業や教育課程を実践していくことです。また、社会教育においては、

「物」から「心の豊かさ」へと価値観が変化してきている中、近年一層注目が集

まってきた「ウェルビーイング」の考え方を具現化する社会教育、生涯学習活動

を創出していくことです。 

竜王町教育委員会では、コロナ禍での経験や学びと、今求められている令和の

日本型学校教育やウェルビーイングを目指す社会教育を念頭に、令和６年度の教

育行政を推進していきます。 

令和５年度の成果と課題といたしまして、まず、学校教育分野における成果と

しては、両小学校で取り組み始めて５年目を迎えた徹底反復学習（竜王チャレン

ジタイム）の成果が学力向上の面だけでなく、地域での生活態度にも奏功してい

るとの声を町民の皆さんから聞かせていただくことが増えてきました。また、コ

ロナ感染症の２類から５類引下げを受けて、学校園では、改善を図り工夫を凝ら

しながら、各種行事や活動を年間計画どおり実施することができました。 
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教育委員会においても、たくさんの子どもたちの参加の下、英語スピーチ大会、

イングリッシュキャンプ（ワールドツアーｉｎ竜王）等の事業を計画どおり実施

するとともに、教職員の資質向上につながる各種研修会や研究会を実施すること

ができました。 

主な課題としては、学習面においても、生活面においても、現状に満足するこ

となく、より高みを目指す向上心や意欲を一層高める取組を創出していく必要が

あります。また、ここ数年来取り組んでいるスマホ等の使用時間の縮減と読書時

間、家庭学習の時間の確保も、取組を一層強化していく必要があります。 

次に、社会教育分野における成果としては、４年目を迎えた国の委託による

「早寝早起き朝ごはん」推進校事業により、規則正しい生活習慣の重要性を年間

を通じて子どもたちや保護者に働きかけることができ、朝食内容の改善等に成果

が見られるようになってきました。また、令和４年度末にオープンしたドラゴン

ボルダリングジムは、町内外の愛好者を中心に、竜王町総合運動公園の新しい魅

力ある施設として存在感が増してきました。コロナ禍では計画どおりに実施でき

なかった事業について、アイデアを出し合い工夫しながら、人と人をつなぐため

に積極的に取り組んだことから、特に竜王町総合体育大会、スポーツレクリエー

ション祭、第４０回記念竜王町文化祭、子どもスマホサミット（教育フォーラム

２０２３）、じんけんを考えるみんなのつどいなどには、多くの参加者があり、

活力とにぎわいを取り戻す事業展開ができました。 

主な課題としましては、スマホなどの依存率の縮減に対する意識や行動が、一

部の子どもたちや家庭にとどまっていることから、より広がりをめざすべく継続

した働きかけや新たな取組の創出が必要です。また、公民館や図書館にはたくさ

んの利用者がありますが、利用者の固定化、限られた年代層の利用に片寄ってい

ることから、利用者の裾野の広がりを意識した情報発信の工夫が必要です。同様

に、文化スポーツに関するイベントや人権に係る研修会への参加者についても、

多くの町民の皆さんが自ら積極的に参加されるような啓発や働きかけが必要です。 

続いて、令和６年度の教育行政基本方針について説明いたします。 

令和６年度は、令和５年度の成果と課題を踏まえ、さらなる発想の転換や柔軟

な対応、アイデアの創出に努めつつ、学校教育と社会教育を車の両輪として、教

育行政を力強く推進してまいります。 

特に、令和７年度の滋賀国民スポーツ大会開催、竜王小学校移転新築、竜王町

制７０周年等に向けて、「ホップ・ステップ・ジャンプ」の「ステップ」の年と
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して、「ジャンプ」の年を意識して、着実に実績を積み上げていく１年にしてま

いります。 

令和７年度のそれぞれの取組や事業に向けて、「今何をすべきか」、「今何を

しておかなくてはならないのか」、「いつまでにしておく必要があるか」、「今

どこまで進んでいて、これからどう進めるのか」、「現在の取組に手応えはある

のか」等を常に意識して教育行政を推進する１年にしてまいります。このことを

前提に令和６年度も基本目標を、「夢と志を持ち未来に向かってたくましく生き

抜く人づくり」とします。 

また、キラリと光る教育の推進で竜王の人づくり、さらには、まちづくりの一

翼を一層担わなければとの強い思いから、「キラリと光る教育で竜王の人づく

り・まちづくり」を合言葉とします。この「キラリと光る教育」には、「竜王な

らではの教育、竜王だからこそできる教育、県内外に自信を持って発信できる竜

王の教育」をめざすという思いを込めています。 

また、県下「初」の取組（挑戦）、県下「ナンバー１」の取組（向上）、県下

「オンリー１」の取組（創造）を「キラリと光る教育」実現の柱として位置づけ、

様々な教育施策を推進してまいります。そして、令和５年度に引き続き、町内は

もとより、県内外への積極的な発信に努めてまいります。 

これまで述べてまいりました基本目標や合言葉を具現化する礎となる基本理念

を、引き続き「進取果敢」とします。令和７年度という目標年度に向かって、自

らが進んで新しい物事に取り組むこと、また、ロードマップや計画に従い、ため

らうことなく決断し積極的に行動することを最優先とします。 

この基本目標、合言葉、基本理念を踏まえて、次の５つの行動方針を定めます。 

【行動方針】 

その１ 個人の力と組織の力を生かした相乗効果により、教育の質を高める 

その２ 県下「初」の取組（挑戦）、県下「ナンバー１」の取組（向上）、県

下「オンリー１」の取組（創造）を積極的に推進する 

その３ 「キラリ」を意識して県内外へ情報発信し、竜王教育の魅力をアピー

ルする 

その４ 常にＰＤＣＡサイクルを回し改善を図る（特に「Ｄ→Ｃ」に留意する） 

その５ 「ポストコロナ」を意識し、進取果敢に教育行政を推進する 

この行動方針に基づき、乳幼児から高齢者まで、それぞれの世代の思いに寄り

添う教育の推進に努めます。 
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特に、令和６年度は、 

①子どもたちのたくましく生き抜く力を育む教育の更なる充実 

②竜王小学校令和７年度移転新築開校に向けた諸準備の具体的な推進 

③令和７年開催の滋賀国民スポーツ大会に向けた計画的な準備と町を挙げた機

運醸成 

④コンパクトシティ化構想の交流・文教ゾーンにおける教育関係施設等の整備

検討 

という４大重点プロジェクトを、計画的かつ一歩一歩着実に進めていくために、

行動方針その４にあるように、事務事業の進捗管理に努める中、特にＤからＣ

（実行からチェック）に留意してまいります。 

次に、学校教育、社会教育の各分野における推進目標と重点目標を、以下のよ

うに定めます。 

学校教育分野においては、次の推進目標と４つの重点目標を定めます。 

【推進目標】 

「変化の激しい社会をたくましく生き抜く力を育む学校教育の推進」 

【重点目標】 

その１ たくましく生き抜く力を育む小中学校教育の推進 

その２ 心身の健やかな成長を保証する就学前教育・保育の推進 

その３ 安全安心で笑顔があふれ、挨拶がこだまする学校・園経営 

その４ 子どもの力を引き出し伸ばす教職員の指導力と実践力の向上 

社会教育分野においては、次の推進目標と５つの重点目標を定めます。 

【推進目標】 

「豊かな人生を自ら切り拓いていくための資質や能力を育む社会教育の推進」 

【重点目標】 

その１ 心豊かでたくましい青少年の健全育成 

その２ 人生１００年時代、全ての人が主人公を演じる生涯学習の推進 

その３ 文化芸術の振興と文化財保護・活用の充実 

その４ 明るく住みよいまちづくりをめざす人権教育の推進 

その５ 「する・みる・ささえる」豊かなスポーツライフの推進 

結びに、以上、これまで述べてまいりました取組について、ＰＤＣＡサイクル

をしっかりと回し着実に推進していくために、教育委員会事務局と町長部局との

一層の連携強化に努め、ポストコロナ時代にふさわしいこれからの教育が展開で
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きるよう、意欲的に、また積極的に教育行政を力強く推進してまいります。 

時間の関係上、以下の中身につきましては、本冊子６ページ以降を御覧いただ

ければと思います。 

以上で、令和６年度の教育行政基本方針についての説明を終わらせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小西久次） 以上で、行政執行方針並びに教育行政基本方針の表明を終結

いたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第 ２号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 

            整備に関する条例 

日程第 ４ 議第 ３号 竜王町行政手続における特定の個人を識別するための番号 

            の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定 

            個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第 ４号 竜王町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条 

            例等の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第 ５号 竜王町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議第 ６号 竜王町介護保険条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議第 ７号 竜王町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条 

            例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議第 ８号 竜王町給水条例および竜王町布設工事監督者の配置および 

            資格ならびに水道技術管理者の資格を定める条例の一部を 

            改正する条例 

日程第１０ 議第 ９号 竜王町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

日程第１１ 議第１０号 令和５年度竜王町一般会計補正予算（第８号） 

日程第１２ 議第１１号 令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第３号） 

日程第１３ 議第１２号 令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第２号） 

日程第１４ 議第１３号 令和５年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１５ 議第１４号 令和５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第１６ 議第１５号 令和５年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 
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            号） 

日程第１７ 議第１６号 令和５年度竜王町水道事業会計補正予算（第４号） 

日程第１８ 議第１７号 令和５年度竜王町下水道事業会計補正予算（第３号） 

○議長（小西久次） 日程第３ 議第２号、地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例から日程第１８ 議第１７号、令和５年度

竜王町下水道事業会計補正予算（第３号）までの１６議案を一括議題といたしま

す。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま上程いただきました、議第２号から議第１７号まで

の各議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

議第２号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例につきましては、地方自治法の一部が改正され、本町で制定している条

例において引用する条項のずれが生じることから、本条例により関係条例につい

て所要の改正を行うものでございます。 

次に、議第３号、竜王町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例につきましては、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律が改正され、同法中別表第２が削除される

ことに伴う所要の改正を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 

次に、議第４号、竜王町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例

等の一部を改正する条例につきましては、地方自治法の一部が改正され、会計年

度任用職員に対して勤勉手当を支給することが可能となったことから、本町にお

いて、令和６年度から会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給したく、関係す

る条例の一部を改正するものでございます。 

次に、議第５号、竜王町手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、

戸籍法の一部を改正する法律の施行により、令和６年３月１日から、戸籍証明書

等の広域交付および戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号の発行が可能となる

ことから、当該手続に係る手数料を新たに定めるべく、条例の一部を改正するも

のでございます。併せて、マイナンバーカードの利活用促進、住民サービスの向

上等を目的として、コンビニ等の民間端末機における印鑑登録証明書等の交付手

数料を現行の３００円から２００円に改正したく、条例の一部を改正するもので
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ございます。 

次に、議第６号、竜王町介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、

竜王町第９期介護保険事業計画の策定に伴い、令和６年度から令和８年度までの

介護保険料率を改正する必要があること及び低所得者の保険料上昇の抑制を図る

ために介護保険法施行令が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するもので

ございます。 

次に、議第７号、竜王町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例につきましては、竜王町総合庁舎周辺地区地区計画の変更

および竜王町山之上地区地区計画の決定に当たり、竜王町市街化調整区域におけ

る地区計画制度の運用基準に基づき条例を定めるべく、条例の一部を改正するも

のでございます。 

次に、議第８号、竜王町給水条例および竜王町布設工事監督者の配置および資

格ならびに水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例につきまし

ては、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律が公

布され、当該整備法により、水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大

臣及び環境大臣に移管される等、水道整備・管理行政を所管する省庁が変更とな

ることから、関係する条例の一部を改正するものでございます。 

次に、議第９号、竜王町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に

つきましては、最近の社会経済情勢に鑑み、非常勤消防団員等に係る損害補償の

基準を定める政令の一部が改正され、補償基礎額が引き上げられたことから、当

該改正政令に準拠し、条例の一部を改正するものでございます。 

次に、議第１０号、令和５年度竜王町一般会計補正予算（第８号）につきまし

ては、現在お認めをいただいております補正予算（第７号）までの歳入歳出予算

額が、８３億２５７万２，０００円でございます。今回、この総額から歳入歳出

それぞれ１億９，１４２万１，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ８１億１，１１５万１，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の主な内容といたしまして、歳入におきましては、収入見込みによる

町税の増額、歳出の減額補正に伴う財政調整基金繰入金の減額等でございます。

歳出におきましては、不足が見込まれる自立支援給付費、福祉医療扶助費等の増

額のほか、既に執行が終わった予算残額の減額または決算見込みによる減額でご

ざいます。これに加えて、令和５年度末までに事業が完了できない見込みとなっ

ているもの等について、繰越明許費の追加及び変更を、債務負担行為については、
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早期に事業着手したいことから追加を、地方債については、追加及び限度額を変

更するものでございます。 

次に、議第１１号、令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第３号）につきましては、現在お認めをいただいております補正予算

（第２号）までの歳入歳出予算額が、１２億８，６１２万円でございます。今回、

この総額から歳入歳出それぞれ９，３３７万４，０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１１億９，２７４万６，０００円とさせていただく

ものでございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、歳出におきまして、執行見込みにより

一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費等を減額し、歳入におきまし

ては、保険給付費等交付金を減額するもの等でございます。 

次に、議第１２号、令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

補正予算（第２号）につきまして、歯科におきましては、現在お認めをいただい

ております補正予算（第１号）までの歳入歳出予算額が、５，２３３万６，００

０円でございます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ４３８万９，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，６７２万５，０００円とさ

せていただくものでございます。 

補正予算の主な内容といたしまして、歳入につきましては、今後の見込みによ

り診療収入を減額するとともに、繰越金を増額するものでございまして、歳出に

つきましては、財政調整基金積立金を増額するもの等でございます。 

次に、議第１３号、令和５年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第３号）

につきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第２号）までの歳

入歳出予算額が、６，２５９万２，０００円でございます。今回、この総額から

歳入歳出それぞれ１３０万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６，１２８万３，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容といたしまして、歳入につきましては、今後の見込みにより給

食費負担金を減額し、副食費免除に伴う一般会計繰入金を増額するとともに、歳

出につきましては、資材費を減額するものでございます。 

次に、議第１４号、令和５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第３号）に

つきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第２号）までの歳入

歳出予算額が、１０億４，９４９万４，０００円でございます。今回、この総額

から歳入歳出それぞれ２，７４７万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額
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を歳入歳出それぞれ１０億２，２０１万８，０００円とさせていただくものでご

ざいます。 

補正予算の主な内容といたしましては、執行見込みにより保険給付費を減額し、

これに伴い財源である国庫支出金等を減額し、また、繰越金を増額すること等と

併せて、介護給付費準備基金に積立てを行うものでございます。 

次に、議第１５号、令和５年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）につきましては、現在お認めをいただいております当初予算の歳入歳出予算

額が、１億３，３９０万円でございます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ１，

１４７万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，

５３７万５，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、歳入におきまして、本算定により保険

料を増額するとともに、保険基盤安定繰入金の額が確定したことから一般会計繰

入金を減額するものでございます。歳出におきましては、後期高齢者医療広域連

合納付金について、決算見込みにより増額するものでございます。 

次に、議第１６号、令和５年度竜王町水道事業会計補正予算（第４号）につき

ましては、令和５年度竜王町水道事業会計予算の第３条で定めました収益的収入

の既決予定額３億５，９０７万円から、今回６８７万１，０００円を減額し３億

５，２１９万９，０００円に、収益的支出の既決予定額３億２，１４５万７，０

００円から、今回１，１０７万８，０００円を減額し３億１，０３７万９，００

０円に、また、第４条で定めました資本的収入の既決予定額４億１，３１８万８，

０００円に、今回１億６，９８６万８，０００円を増額し５億８，３０５万６，

０００円に、資本的支出の既決予定額５億３，３６６万４，０００円に、今回１

億６，６５７万１，０００円を増額し７億２３万５，０００円とさせていただき

たいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、収益的収入及び収益的支出につきましては、

執行見込みによる減額、資本的収入及び資本的支出につきましては、基幹管路布

設替工事に伴う増額でございます。 

なお、これらに伴いまして、第４条括弧書きで定めております補填財源、第６

条に定めております企業債の限度額、第９条に定めた職員給与費及び第１０条に

定めております他会計から補助を受ける金額につきましても、改正させていただ

きたいものでございます。 

次に、議第１７号、令和５年度竜王町下水道事業会計補正予算（第３号）につ
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きましては、令和５年度竜王町下水道事業会計予算の第３条で定めました収益的

収入の既決予定額５億２，３３７万６，０００円から、今回２，４０９万２，０

００円を減額し４億９，９２８万４，０００円に、収益的支出の既決予定額５億

８５６万７，０００円から、今回１，０１７万８，０００円を減額し４億９,８

３８万９，０００円に、また、第４条で定めました資本的収入の既決予定額２億

６，３６７万円から、今回２，３５７万５，０００円を減額し２億４，００９万

５，０００円に、資本的支出の既決予定額４億４，５５３万５，０００円から、

今回３，０３２万９，０００円を減額し４億１，５２０万６，０００円とさせて

いただきたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、収益的収入及び収益的支出、資本的収入及

び資本的支出、それぞれ執行見込みによる減額でございます。 

なお、これらに伴いまして、第３条なお書きで定めております支払利息及び企

業債取扱諸費の額、第４条括弧書きで定めております補填財源、第６条で定めて

おります企業債の限度額、第９条で定めております職員給与費及び第１０条に定

めております他会計から補助を受ける金額につきましても、改正させていただき

たいものでございます。 

以上、議第２号から議第１７号までの各議案につきまして、提案理由を申し上

げたところでございますが、議第１０号につきましては、詳細について担当課長

から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 寺嶋総務課長。 

○総務課長（寺嶋 要） ただいま町長から、議第１０号、令和５年度竜王町一般

会計補正予算（第８号）について、提案理由の説明があったところでございます

が、さらにその内容について、お手元配付の提出議案説明資料３６ページの、令

和５年度３月補正予算概要により説明させていただきます。 

３７ページの主な歳出から説明させていただきます。 

総合庁舎１階事務室等改修工事設計業務委託料９００万円の減額は、住民対応

窓口ワンストップ化に係る改修工事設計の執行残を減額するものでございます。 

次に、配水管布設工事負担金２，３００万円の減額は、名神竜王インターチェ

ンジ付近において民間が実施する配水管布設工事に係る町負担金の決算見込みに

より減額するものでございます。 

次に、戸籍システム改修業務委託料３０４万５，０００円の増額は、当初予算

でお認めをいただきました戸籍の附票に読み仮名を付することに係るシステム改
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修について、国において仕様が変更されたことにより追加費用が生じるため増額

するものでございます。 

次に、町議会議員選挙公営負担金６５１万４，０００円の減額は、選挙運動用

自動車、ビラ及びポスターに係る公営負担金の執行残を減額するものでございま

す。 

次に、割引クーポン券取扱業務委託料（民生費）４５０万円の減額は、非課税

世帯を対象とした１世帯当たり３万円分の割引を受けることができるクーポン券

事業に係る委託料の決算見込みにより減額するものでございます。 

次に、自立支援給付費２，２００万円の増額は、障害福祉サービスに係る扶助

費の決算見込みにより増額するものでございます。 

次に、福祉医療扶助費１，２５１万１，０００円の増額は、乳幼児、小中学生

等の医療費に係る扶助費の決算見込みにより増額するものでございます。 

次に、介護保険特別会計繰出金７９６万３，０００円の減額は、介護保険特別

会計の決算見込みにより減額するものでございます。 

次に、後期高齢者医療負担金５１５万６，０００円の増額は、市町負担金の決

算見込みにより増額するものでございます。 

次に、放課後児童健全育成事業委託料２８９万円の増額は、加配児童の増加に

より増額するものでございます。 

次に、保育所運営費１，２７２万９，０００円の増額は、公定単価の増額及び

他市町広域利用児童の増加により運営費が不足するため増額するものでございま

す。 

次に、児童手当１，４１８万円の減額は、決算見込みにより減額するものでご

ざいます。 

次に、バイオマス資源循環推進報償費１７０万円の増額は、稲わら収集に取り

組む経営体が想定よりも増加したことから増額するものでございます。 

次に、魅力ある農業の創生事業補助金３００万円の減額は、農業振興ビジョン

の実現に向け、農業の持続的な発展及び魅力ある農業を推進するための事業に対

する補助の決算見込みにより減額するものでございます。 

次に、下水道事業負担金（農業集落排水事業費）２，３００万円の減額は、下

水道事業会計の決算見込みにより減額するものでございます。 

次に、県営日野川土地改良事業負担金２３８万円の増額は、県において、国の

補正予算により令和６年度に実施予定であった事業が前倒しで実施されることと
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なったことから増額するものでございます。 

次に、ため池整備設計業務委託料３００万円の増額は、県において予算措置が

なされたことから、鏡地先の古宮池廃止測量設計を前倒しで行うため増額するも

のでございます。 

次に、ため池詳細調査（耐震）業務委託料８２１万７，０００円の減額は、山

面地先の向山溜の耐震調査に係る執行残を減額するものでございます。 

次に、割引クーポン券取扱業務委託料（商工費）３５５万７，０００円の減額

は、全町民を対象とした１人当たり２，０００円分の割引きを受けることができ

るクーポン券事業に係る委託料の決算見込みにより減額するものでございます。 

次に、橋梁長寿命化修繕工事５１０万円の減額は、巡検橋長寿命化工事の執行

残を減額するものでございます。 

次に、若者定住住まい補助金３００万円の減額は、若者の定住促進を目的とし

て実施する住宅の新築及びリフォームに係る費用、並びに賃貸住宅の家賃に対す

る補助の決算見込みにより減額するものでございます。 

次に、南部地区防災センター解体撤去工事１，２６３万７，０００円の減額は、

執行残を減額するものでございます。 

次に、竜王小学校建築設計業務委託料３９６万円の増額は、竜王小学校建設に

係る建築確認申請業務等を委託することから増額するものでございます。 

次に、埋蔵文化財発掘調査作業員派遣業務委託料８３２万２，０００円の減額

は、突発的な開発事業がなかったことにより減額するものでございます。 

次に、一般職の人件費について、決算見込みにより１，４９９万７，０００円

減額するものでございます。 

続きまして、歳入補正予算の主なものについて説明させていただきます。 

３６ページに戻っていただきたいと思います。 

主な歳入について御説明いたします。 

まず、町税でございますが、町民税及び固定資産税について、それぞれの収入

見込みにより増額し、または減額するものでございます。 

次に、法人事業税交付金４，７００万円の減額は、県から示された決算見込み

により減額するものでございます。 

次に、地方交付税について、特別交付税４，８００万円の増額は、決算見込み

により増額するものでございます。 

次に、国庫支出金について、障害者自立支援給付費負担金１，１００万円の増
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額は、自立支援給付費の増額補正による増額、児童手当負担金９４５万３，００

０円の減額は、児童手当の決算見込みによる減額、施設型給付・地域型保育給付

負担金９４４万４，０００円の増額は、保育所運営費の決算見込みによる増額、

社会資本整備総合交付金（社会資本整備）２，４５１万３，０００円の減額は、

交付決定額に合わせた減額、社会資本整備総合交付金（防災安全）１，０７５万

７，０００円の増額は、道路橋梁整備事業に係る交付決定に合わせた減額及び中

心核整備に伴う道路事業の交付決定に合わせた増額による増額、道路メンテナン

ス補助金３２２万３，０００円の減額は、巡検橋長寿命化工事に係る交付決定に

合わせた減額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１，９９７万

円の増額は、非課税世帯を対象とした割引クーポン券事業及び１世帯当たり７万

円を給付する給付金事業の決算見込みにより増額するものでございます。 

次に、県支出金について、障害者自立支援給付費負担金５５０万円の増額は、

自立支援給付費の増額補正による増額、施設型給付・地域型保育給付負担金４２

０万８，０００円の増額は、保育所運営費の決算見込みによる増額、福祉医療費

補助金２２０万５，０００円の増額は、福祉医療扶助費の増額補正に係る県事業

分に対する増額、農地防災事業補助金６５７万８，０００円の減額は、ため池廃

止測量設計に係る増額及びため池耐震調査等に係る減額により減額するものでご

ざいます。 

次に、財産収入について、土地売払収入３９１万９，０００円の増額は、決算

見込みにより増額するものでございます。 

次に、諸収入について、埋蔵文化財発掘調査費１，８４１万５，０００円の減

額は、対象となる事業の執行見込みがないことにより減額するものでございます。 

次に、町債について、庁舎維持修繕事業債９２０万円の減額は、庁舎１階事務

室等改修工事設計業務の入札結果による減額、中心核整備事業債１，９９０万円

の減額は、交流・文教ゾーン造成工事に係る国庫支出金の増額等による減額、社

会資本整備事業債（社会資本整備）２，１２０万円の増額は、当初見込んでいま

した国庫支出金の額が交付決定の結果減額となったため、町債により補填するこ

とによる増額、社会資本整備事業債（防災安全）７８０万円の増額は、当初見込

んでいた国庫支出金の額が交付決定の結果減額となったため、町債により補填す

ることによる増額、道路整備等事業債７５０万円の増額は、町道山之上アグリパ

ーク線における道路工事の財源とすることによる増額、公共施設等適正管理推進

事業債（消防債）１，１８０万円の減額は、南部地区防災センター解体撤去工事
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の入札結果による減額、減収補填債３，１８０万円の増額は、法人税割の減収分

を補填するため増額するものでございます。 

次に、その他といたしまして、歳出の減額等により財政調整基金繰入金を２億

２，５１７万９，０００円減額し、令和４年度に寄附をいただいた未来につなぐ

ふるさと交竜基金のうち、予算化していない繰入れについて８１９万８，０００

円増額するものでございます。 

次に、３７ページ下段から３８ページにかけまして、繰越明許費補正でござい

ますが、令和６年度へ繰り越して実施する事業を記載しております。これらは、

事業の進捗等により令和５年度末までに完了できない見込みとなっているもの等

について、追加及び変更するものでございます。 

次に、債務負担行為補正でございますが、早期に工事着手したいことから、河

川敷公園整備工事を追加するものでございます。 

次に、地方債補正でございますが、歳入において説明させていただいたものに

ついては割愛させていただきます。 

基幹水利施設保全管理事業につきましては、国営日野川地区土地改良事業に係

る町負担金の決算見込みによる減額及び県において、国の補正予算により事業が

前倒しで実施されることとなったことに伴う町負担金の財源とすることによる増

額により１６０万円を増額する変更を、農業農村整備事業につきましては、県へ

の協議の結果、充当率が変更となったことから１００万円を減額する変更を、道

路メンテナンス事業につきましては、入札結果により２４０万円を減額する変更

を行うものでございます。 

以上、令和５年度竜王町一般会計補正予算（第８号）の内容説明といたします。 

○議長（小西久次） この際、申し上げます。ここで午後２時３０分まで暫時休憩

といたします。 

休憩 午後２時０９分 

再開 午後２時３０分 

○議長（小西久次） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１９ 議第１８号 令和６年度竜王町一般会計予算 

日程第２０ 議第１９号 令和６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            予算 

日程第２１ 議第２０号 令和６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 
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            予算 

日程第２２ 議第２１号 令和６年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第２３ 議第２２号 令和６年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第２４ 議第２３号 令和６年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２５ 議第２４号 令和６年度竜王町土地取得特別会計予算 

日程第２６ 議第２５号 令和６年度竜王町水道事業会計予算 

日程第２７ 議第２６号 令和６年度竜王町下水道事業会計予算 

○議長（小西久次） 次に、日程第１９ 議第１８号、令和６年度竜王町一般会計

予算から日程第２７ 議第２６号、令和６年度竜王町下水道事業会計予算までの

９議案を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま上程いただきました、議第１８号から議第２６号ま

での各議案につきまして提案理由を申し上げます。 

議第１８号、令和６年度竜王町一般会計予算につきましては、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９１億円と定めるものでございます。 

令和６年度予算に係ります基本的な方針等は、先ほど述べました行政執行方針

のとおりでございますので、主な取組内容について申し上げます。 

まず、「活力あふれるまちづくり」に対する取組といたしまして、次の４点で

ございます。 

１点目は、竜王町中心核「交流・文教ゾーン」の整備でございます。 

２点目は、魅力ある地域農業の持続的な発展でございます。 

３点目は、道路ネットワークの強化と地域交通の充実でございます。 

４点目は、選ばれるまちの実現に向けた魅力発信とふるさと納税の推進でござ

います。 

次に、「安心して暮らせるまちづくり」に対する取組といたしまして、次の４

点でございます。 

１点目は、こどもまんなか社会と地域共生社会の構築でございます。 

２点目は、子どもの生き抜く力を育む魅力ある学校・園づくりでございます。 

３点目は、「する・みる・ささえる」豊かなスポーツライフの推進でございま

す。 

４点目は、地域防災力の向上と交通安全対策の推進でございます。 
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次に、「みんなで進めるまちづくり」に対する取組といたしまして、ワンスト

ップサービスの推進と地域コミュニティの活性化でございます。 

これらの事業の実施によりまして、「未来へつなぐ次世代への投資予算」とし

て取り組んでまいります。 

次に、議第１９号、令和６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

予算につきましては、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ１２億５，２１０万円

と定めるものでございます。令和６年度につきましては、将来の県内保険料水準

統一化に向けた激変緩和策として、財政調整基金の繰入れにより保険税率の急激

な伸びを抑制することとしております。適正に事務処理を行い、安定した財政運

営を図るとともに、税の公平性の観点からも引き続き未納対策にも努めてまいり

ます。 

次に、議第２０号、令和６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ医科３１０万円、

歯科５，６００万円と定めるものでございます。医科につきましては、あえんぼ

クリニックについて引き続き指定管理者制度を活用し、医療サービスの提供及び

地域住民の健康保持増進に努めます。歯科につきましては、外来診療を中心に、

早期予防及び早期治療に取り組んでまいります。また、健康推進と併せて福祉部

門と連携し、保健事業や介護予防事業にも積極的に取り組んでまいります。 

次に、議第２１号、令和６年度竜王町学校給食事業特別会計予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，１７０万円と定めるものでござ

います。令和６年度から子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的に、小学

校及び中学校の給食費を無償化いたします。併せて、給食資材等高騰に鑑みまし

て、保護者に負担を転嫁しないよう、令和５年度に引き続き一般会計からの繰入

れにより対応いたします。 

次に、議第２２号、令和６年度竜王町介護保険特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億７，４００万円と定めるものでござ

います。今年度策定をいたします第９期介護保険事業計画に基づき、介護保険制

度を持続可能なものとし、適正な介護サービスが受けられるよう健全な財政運営

を行い、地域で安心して暮らすことのできるまちづくりを目指してまいります。 

次に、議第２３号、令和６年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算につきまし

ては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６，２８０万円と定めるもの

でございます。 
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次に、議第２４号、令和６年度竜王町土地取得特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４，５６０万円と定めるものでござ

います。当該会計におきまして、道の駅竜王かがみの里周辺地域の活性化のため

の土地を取得するものでございます。 

次に、議第２５号、令和６年度竜王町水道事業会計予算につきましては、収益

的収入の予定額を３億５，６８２万円、収益的支出の予定額を３億３，８８６万

２，０００円、資本的収入の予定額を２億５，６００万円、資本的支出の予定額

を３億６，５２６万１，０００円と定めるものでございます。水道事業につきま

しては、ライフラインの基盤整備として、今日的な課題である管路施設について

安全で安心な水道水の供給ができるよう年次計画による改良を進めてまいります。 

次に、議第２６号、令和６年度竜王町下水道事業会計予算につきましては、収

益的収入の予定額を５億２，１５５万６，０００円、収益的支出の予定額を５億

９２６万４，０００円、資本的収入の予定額を２億８，８６８万２，０００円、

資本的支出の予定額を４億７，７７６万１，０００円と定めるものでございます。

下水道事業につきましては、経営基盤の強化を図りながら、施設の効率的な維持

管理に努め、投資的経費の平準化等を進めてまいります。 

以上、議第１８号から議第２６号までの各議案につきまして説明を申し上げた

ところでございますが、議第１８号、議第１９号、議第２０号、議第２２号、議

第２５号及び議第２６号の詳細につきまして、順に担当課長から説明させていた

だきますので、よろしく御審議を賜り御承認をいただきますようお願い申し上げ、

提案理由といたします。 

○議長（小西久次） 寺嶋総務課長。 

○総務課長（寺嶋 要） 議第１８号、令和６年度竜王町一般会計予算の内容につ

いて、お手元に配付いたしております提出議案説明資料４５ページの、令和６年

度（２０２４年度）当初予算案（一般会計）の概要に基づき御説明申し上げます。 

令和６年度の一般会計予算の総額は９１億円としており、前年度と比較して１

９億９，２００万円の増、率にして２８％の増としました。令和６年度は、「明

るく元気で活力あふれる強いまち竜王町」、「次世代に誇れるまち竜王町」づく

りを柱とし、第六次総合計画で定めた、１０年後のあるべき姿「若者も暮らした

い 希望かなえる 輝竜の郷～心弾む 新時代へのチャレンジ～」を実現するた

め、竜王小学校の建設、小中学校の給食費無償化等、子どもを中心とした施策を

実施することから、「未来へつなぐ次世代への投資予算」といたしました。 
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主な事業について説明させていただきます。 

このページの下段以下を御覧いただきたいと思います。 

まず、「活力あふれるまちづくり」に対する予算でございます。 

１点目は、竜王町中心核「交流・文教ゾーン」の整備でございます。 

新・竜王小学校の建設１２億６，７９５万円の計上は、「～竜王らしく キラ

リと輝く「地域とともにある学校」づくり～」を整備のコンセプトといたしまし

て、安心で快適かつ多様な学びの教育環境を提供するために竜王小学校を建設す

るものでございます。債務負担行為として２７億９，３９６万円を計上しており、

建設に係る総額は４０億６，１９２万円でございます。 

「交流・文教ゾーン」の造成及び道路工事並びに公園等工事に向けた準備５億

９５４万円の計上は、事業地造成・道路工事を行うとともに、ゾーン内に整備す

る公園及び学童保育所の実施設計を行うものでございます。 

２点目は、「魅力ある地域農業の持続的な発展」でございます。 

竜王らしい農村環境の整備４６１万円の計上は、農地の大区画化等の基盤整備

に向けた効果予測及び農産物の顧客ニーズや市場動向の調査を、令和５年度に引

き続き実施いたします。また、土地改良事業に係る支援を行うものでございます。 

需要につながる特色のある「竜王」農産物の生産と産地づくり６５０万円の計

上は、本町の魅力ある農業を推進するために、スマート農業の導入、果樹の生産

力向上、６次産業化の取組等を支援するものでございます。 

耕・畜・工連携によるバイオマス資源の循環５６７万円の計上は、竜王町バイ

オマス産業都市構想に基づくバイオマス資源の地域内循環を実現するため、バイ

オマスボイラーの導入等を行うものでございます。 

３点目は、「道路ネットワークの強化と地域交通の充実」でございます。 

新たな道路整備の推進と道路・橋梁の維持管理１億４，９７４万円の計上は、

利便性の向上を目的として、国道８号と接続する町道の新設に係る現地調査を行

います。また、舗装修繕や橋梁の点検等により長寿命化を図り、通行の安全を確

保します。 

幹線交通と地域内交通の維持・確保５，５９２万円の計上は、既存の路線バス

の確保のための運行等に対する補助並びに通学定期補助及び夜間特別便を継続い

たします。また、町内の各拠点をつなぐ「チョイソコりゅうおう」についても、

運行を継続するものでございます。さらに、公民館前のバス停について整備工事

を行うものでございます。 
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４点目は、「選ばれるまちの実現に向けた魅力発信とふるさと納税の推進」で

ございます。 

まちの魅力発信と定住・移住の推進１，５４７万円の計上は、町の魅力を内外

に発信するシティプロモーションを継続して行うとともに、若者定住のための住

まい助成を引き続き行い、また、転入した子育て世帯に対して町独自に支援を行

うものでございます。加えて、国の制度を活用して、新婚夫婦の新生活を応援す

るため、住宅費用、リフォーム費用及び引越し費用に対する助成を新たに行うも

のでございます。 

ふるさと納税の推進１億７，１１６万円の計上は、町内の特産品を掘り起こし

新規の返礼品開発等に努め、町の知名度向上及び観光振興等につなげるものでご

ざいます。 

次に、「安心して暮らせるまちづくり」に対する予算でございます。 

１点目は、「こどもまんなか社会と地域共生社会の構築」でございます。 

小中学校の給食費の無償化４，５２０万円の計上は、子育て世帯に対する経済

的支援として、小中学校の給食費を無償化するものでございます。また、町外の

小中学校等に通学する児童及び生徒に対しても給食費の助成を行うものでござい

ます。 

妊娠期から子育て期までの切れ目のない子育て支援６，３１９万円の計上は、

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、伴走型相談支援

及び経済的支援並びに環境整備を行うため、国の制度による出産・子育て応援交

付金、就学前までの子どもに対する誕生祝、在宅児童の一時預かり等を実施する

とともに、「こどもまんなか社会」の実現に向けてこどもまんなか会議の運営及

び竜王町こども計画の策定を行うものでございます。また、引き続き小中学生の

医療費助成を行うとともに、新たに高校生世代への助成を拡充するものでござい

ます。 

地域まるごと包括的支援の推進８，１０２万円の計上は、孤立、貧困、疾患等

の各世帯の抱える複合的な困りごとに対し、関係機関、地域住民が連携して受け

止め、伴走、解決できるための包括的な総合相談や地域づくりを推進するもので

ございます。 

帯状疱疹の予防促進１７０万円の計上は、帯状疱疹の発症や重症化を予防する

ワクチン接種について、接種費用の一部を助成するものでございます。 

２点目は、「子どもの生き抜く力を育む魅力ある学校・園づくり」でございま
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す。 

「確かな学力」を育む学校教育の推進８７５万円の計上は、引き続き町独自施

策として総合学力調査を実施するとともに、「徹底反復学習」に取り組み、さら

に、英語教育について認定こども園、小学校及び中学校の系統性を一層重視し、

英語に慣れ親しむ機会を拡大するなど、さらなる充実を図るものでございます。 

教職員が子どもと向き合う時間の確保と地域で支える部活動体制の整備１，６

１１万円の計上は、教職員が授業研究や児童生徒と向き合える時間を確保して教

育活動を充実させるとともに、教職員の働き方改革の進展を図るため、スクー

ル・サポート・スタッフ、学校支援マネジャー、部活動指導員等の配置や増員に

より学校の支援体制の充実を図るものでございます。併せて、令和５年度に引き

続き部活動の地域移行に向けた取組を行うものでございます。 

３点目は、「「する・みる・ささえる」豊かなスポーツライフの推進」でござ

います。 

第７９回滋賀国民スポーツ大会開催に向けた競技施設の設営準備と機運醸成１

億２，２１３万円の計上は、令和７年度の国スポ開催を契機として総合運動公園

の改修等を行うとともに、競技施設の設営準備を行うものでございます。また、

ドラゴンボルダリングジムを活用した普及啓発と大会への機運醸成を図るもので

ございます。 

豊かなスポーツライフの充実に向けたスポーツ拠点施設等の整備３，９４７万

円の計上は、町民誰もが健康に年を重ねることができるための拠点施設として、

祖父川河川敷にグラウンドゴルフ場を整備するものでございます。 

４点目は、「地域防災力の向上と交通安全対策の推進」でございます。 

農業用ため池の災害リスク低減４，０５０万円の計上は、地震に対するため池

の耐震性能診断を行うとともに、ため池の決壊を未然に防止するため、廃止設計

及び廃止工事を行うものでございます。 

地域防災力の強化に向けた消防施設の整備と消防装備の充実２，５９２万円の

計上は、地域防災力の強化を図るため、消防ポンプ車庫設置工事及び小型動力ポ

ンプの整備を行うとともに、消防団員の夏期の活動に対する処遇改善として活動

服を新たに整備するものでございます。 

交通安全対策の推進５８８万円の計上は、交通安全意識の向上及び転倒時のリ

スク軽減を図るため、自転車用ヘルメットの購入助成を行うものでございます。

また、関係機関と連携しながら交通安全施設の整備等を行うものでございます。 
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次に、「みんなで進めるまちづくり」に対する予算でございます。「ワンスト

ップサービスの推進と地域コミュニティの活性化」を行うものでございます。 

住民対応窓口ワンストップサービスとデジタル化の推進２億４，８１９万円の

計上は、来庁者にとって利便性の高い庁舎となるよう、総合庁舎１階事務室等の

改修工事を行うものでございます。また、行政サービス向上のため、ＰＯＳレジ

を導入するものでございます。 

自治会活動への支援と地域コミュニティの活性化２，８３２万円の計上は、地

域住民の自主性及び協調性の向上並びに個性的で魅力ある地域の形成と協働によ

るまちづくり意識の向上を図るため、自治会が行う事業に対し助成を行うもので

ございます。また、地域コミュニティの維持・活性化の取組を行うものです。 

次のページに移りまして、歳入予算におきましては、町税を３１億６，５０２

万円、対前年度３億２，３８０万円（９．３％）の減としています。これは、町

税のうち、固定資産税については２，１７０万円の増収を見込むものの、法人町

民税については３億３，２２０万円の大幅な減収を見込むためでございます。し

かしながら、普通交付税については不交付となる見込みでございます。このよう

な状況において、歳出削減及び歳入確保に努めてもなお不足する所要の財源のた

め、財政調整基金から９億１４５万円を、減債基金から１億円を取り崩すことと

いたしました。これにより令和６年度末の財政調整基金残高は４億８，２００万

円程度に、減債基金残高は２億２，２００万円程度になる見込みです。また、特

定の目的のためにこれまで積み立ててきた基金について、必要な事業に充当する

ため、竜王小学校改築基金から１億円を、公共施設維持管理基金から５，０００

万円を、教育厚生施設等整備基金から２，２００万円を取り崩すことといたしま

した。 

続いて、議案書５２ページを御覧いただきたいと思います。 

第２表、債務負担行為つきましては、４つの事項について、それぞれ期間及び

限度額を設定するものでございます。 

続いて、議案書５３ページでございます。 

第３表、地方債につきましては、それぞれ起債の目的に応じて限度額を設定す

るものでございます。 

議案書４５ページに戻っていただきまして、第４条で地方自治法第２３５条の

３第２項の規定による一時借入金の借入最高額を２０億円と定めるものでござい

ます。 
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以上、議第１８号、令和６年度竜王町一般会計予算の内容説明とさせていただ

きます。 

○議長（小西久次） 臼井住民課長。 

○住民課長（臼井由美子） 続きまして、議第１９号、令和６年度竜王町国民健康

保険事業特別会計（事業勘定）予算につきまして、その内容を御説明申し上げま

す。 

お手元の特別会計の歳入歳出予算に関する説明書３ページを御覧ください。 

歳入ですが、国民健康保険税は１億９，７７４万８，０００円で、前年度と比

較して２７９万８，０００円の減額でございます。 

４ページにかけて、県支出金は９億４，２２７万９，０００円で、前年度と比

較して１，３２６万６，０００円の減額でございます。一般会計繰入金は６，８

６２万６，０００円で、前年度と比較して１８６万１，０００円の減額でござい

ます。 

６ページの財政調整基金繰入金は４，２５２万１，０００円で、将来の県内保

険料水準統一化に向けた激変緩和策として、保険税率の急激な伸びを抑制するた

めに繰入れを行うものでございます。 

次に、歳出でございます。 

９ページを御覧ください。 

総務管理費につきましては、１，５０９万８，０００円でございます。前年度

と比較して８５２万７，０００円の増額となっておりますが、主な要因につきま

しては、令和６年１２月からの国民健康保険被保険者証廃止に伴うシステム改修

を行うことによるものでございます。 

１０ページ、徴税費につきましては、人件費、通信運搬費などで５５７万８，

０００円、前年度と比較して２３０万３，０００円の増額でございます。運営協

議会費につきましては３６万９，０００円で、前年度と比較して６万円の減額で

ございます。 

１１ページ、保険給付費の療養諸費が７億７，７７４万４，０００円でござい

ます。医療費の実績を踏まえ算出しております。前年度と比較して３，０８１万

６，０００円の減額でございます。 

１２ページにかけて、高額療養費につきましては１億１，９９８万９，０００

円で、前年度と比較して５４１万９，０００円の減額でございます。葬祭諸費に

つきましては８５万円で、前年度と比較して１０万円の減額でございます。 
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１３ページ、出産育児諸費につきましては３５０万２，０００円で、前年度と

同額を計上しております。傷病手当費につきましては１０万円で、実績を踏まえ

て９０万円の減額としております。 

１４ページにかけて、国民健康保険事業費納付金につきましては医療給付費分

が１億９，５３０万５，０００円、後期高齢者支援金等分が７，２６４万７，０

００円、介護納付金分が２，０１１万４，０００円で、総額２億８，８０６万６，

０００円でございます。前年度と比較して４５６万６，０００円の減額でござい

ます。保健事業費につきましては、４０歳以上の被保険者に対する特定健康診査

等の実施が医療保険者に義務づけられており、特定健康診査等事業費が３，０８

１万８，０００円で、前年度と比較して１，０３０万２，０００円の増額でござ

います。主な要因につきましては、これまで職員が担っておりました特定保健指

導及び特定健診受診勧奨等について、業務委託により実施すること等によるもの

でございます。 

１５ページ保健衛生普及費につきましては６９１万５，０００円で、前年度と

比較して４０万７，０００円の減額でございます。基金積立金は５万４，０００

円で、財政調整基金の利息分でございます。 

１６ページ、諸支出金の償還金及び還付加算金は１１４万円、繰出金は県から

収入した特別交付金を施設勘定へ繰り出すもので、８４万７，０００円でござい

ます。 

１７ページ予備費につきましては１００万円で、必要最小限の計上としており

ます。 

今後も、健康推進課と共に被保険者に対する保健事業の推進及び情報提供など

健康づくりを支援し、もって、健康寿命の延伸及び医療費の適正化に努め、国保

財政健全運営に取り組んでまいります。 

以上、議第１９号、令和６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

予算の内容説明とさせていただきます。 

続きまして、議第２０号、令和６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設

勘定）予算につきまして、その内容を御説明申し上げます。 

特別会計の歳入歳出予算に関する説明書２５ページを御覧ください。 

まず、医科でございますが、歳入につきまして、財産収入は６６万円で、保険

調剤薬局への土地建物の貸付けによるものでございます。一般会計繰入金２４４

万円につきましては、本会計の財源不足に対して一般会計から繰入れを行うもの
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でございます。 

次に、歳出でございますが、２６ページの施設管理費につきましては３０万円

でございます。医業費につきましては、医療用機械器具に係る修理費が１０万円

でございます。公債費につきましては、あえんぼクリニックの整備に伴い借り入

れた町債の元利償還金で２４０万円でございます。医科診療所では、指定管理者

制度を活用し、民間の医療機関のお力をお借りしまして、地域住民の健康保持増

進並びに疾病予防、早期発見及び早期治療に努め、保健・福祉・医療の連携を図

りながら、地域に根差した安定した医療・保健事業に努めてまいります。 

次に、３１ページを御覧ください。 

歯科でございますが、まず、歳入につきまして、外来収入は３，８１８万５，

０００円、３２ページにかけて、介護サービス収入につきましては９３万５，０

００円でございます。事業勘定繰入金８４万７，０００円は、歯科保健事業及び

施設整備事業に対する国庫補助分に関する事業勘定からの繰入金でございます。 

３３ページにかけて、他会計繰入金につきましては、一般会計からの繰入れで

ございまして１３７万６，０００円でございます。財政調整基金繰入金につきま

しては１，１６５万６，０００円で、施設の維持管理費分及び歳入不足分に対し

て繰入れを行うものでございます。 

次に、歳出でございますが、３５ページから３７ページにかけて、総務費とい

たしまして歯科診療所の一般管理費、研修研究費及び歯科保健センター管理費が

４，５０５万４，０００円で、前年度と比較して２８１万１，０００円の増額で

ございます。これは、正規職員が１名増加したことによるものでございます。 

３８ページにかけて、医業費につきましては１，０４３万７，０００円でござ

います。 

本年度も、保健行政や地域、学校、家庭、町内開業医と連携しながら、乳幼児

から高齢者まで全町民を対象に、健康づくりは「健康な歯から」、「治療より予

防」を合い言葉に、診療業務と併せて各ライフステージに合った歯科保健事業に

努めてまいります。 

以上、議第２０号、令和６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

予算の内容説明とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 中原福祉課長。 

○福祉課長（中原江理） 続きまして、議第２２号、令和６年度竜王町介護保険特

別会計予算につきまして、その内容を御説明申し上げます。 
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特別会計の歳入歳出予算に関する説明書５７ページを御覧ください。 

まず、歳入でございますが、保険料につきましては、６５歳以上の第１号被保

険者保険料で、日本年金機構などで年金から徴収される特別徴収保険料や普通徴

収保険料で２億６，８４０万８，０００円、前年度と比較して６０９万１，００

０円の増額でございます。 

国庫支出金につきましては、介護給付費負担金が１億７，１１４万６，０００

円、ページをおめくりいただきまして調整交付金が２９９万７，０００円、地域

支援事業交付金の介護予防事業が３１３万７，０００円、包括的支援事業・任意

事業が４１４万６，０００円でそれぞれルール分でございます。また、高齢者の

自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組に対して交付される保険者機能強

化推進交付金が１４５万２，０００円、介護予防、健康づくり等に資する取組に

対して交付される保険者努力支援交付金が１６６万１，０００円でございます。

支払基金交付金は、第２号被保険者の保険料を原資として、介護給付費交付金が

２億４，９６１万６，０００円、地域支援事業支援交付金が４２３万６，０００

円でございます。 

５９ページに移りまして、県支出金は、介護給付費負担金が１億２，９３１万

円、地域支援事業交付金の介護予防事業が１９５万９，０００円、包括的支援事

業・任意事業が２０７万２，０００円でそれぞれルール分でございます。 

ページをおめくりいただきまして６０ページ、繰入金につきましては、一般会

計繰入金が１億３，３８１万６，０００円で、内訳は、介護給付費繰入金が１億

８９４万３，０００円、その他一般会計繰入金が２，０８４万２，０００円、地

域支援事業繰入金の介護予防事業が１９５万９，０００円、包括的支援事業・任

意事業が２０７万２，０００円でございます。 

介護給付費準備基金につきましては、現時点では繰入れいたしておりません。 

次に、歳出でございます。 

６３ページを御覧ください。 

総務管理費が１６０万３，０００円、徴収費が１３３万円でございます。 

ページをおめくりいただきまして６４ページ、介護認定審査会費が６８６万７，

０００円でございます。主なものは、意見書作成手数料、介護認定審査会共同設

置負担金等でございます。 

６５ページから６６ページにかけまして、要介護認定を受けられた方々の居宅

介護サービス、施設介護サービス、地域密着型介護サービスなどの介護サービス
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等諸費が８億６，５９６万５，０００円、要支援認定を受けられた方々の介護予

防サービス、介護予防サービス計画などの介護予防サービス等諸費が２，６７８

万８，０００円、ページをおめくりいただきまして６８ページ、高額介護サービ

ス等費が１，２７７万７，０００円、特定入所者介護サービス等費が１，６０７

万７，０００円、６９ページに移りまして、高額医療合算介護サービス等費が２

０１万円、その他経費を含め、保険給付費全体で９億２，４５３万２，０００円

となり、前年度と比較して２，９０９万１，０００円の減額でございます。 

地域支援事業費につきましては、介護予防・生活支援サービス事業費が１，６

４５万８，０００円でございます。 

一般介護予防事業費につきましては、５８５万円でございます。地域の介護予

防活動の支援に係るものです。 

任意事業費は５２８万７，０００円で、主なものは、緊急通報システム運営事

業委託料、配食サービス見守り事業、介護保険システム保守業務等でございます。 

認知症総合支援事業費は５２９万１，０００円で、主なものは、認知症地域支

援推進員の人件費、認知症カフェ運営委託料等でございます。 

地域ケア会議推進事業費につきましては、令和６年度から新たに実施するもの

でございまして、１２万円でございます。内容につきましては、重層的な課題を

抱える個別事例を通して、地域で支えるための必要な方策を考えるとともに、ど

のような社会資源が必要かについて、医療・福祉・介護・関係者等で検討を行う

ものでございます。 

７３ページの一般会計繰出金につきましては、一般会計において実施する包括

的支援事業及び生活支援体制整備事業のルール分として、保険料を原資に繰り出

すものでございまして、４５８万円でございます。 

今後も、介護サービス基盤の安定、強化を図りながら、住民の皆様と共に介護

予防、健康づくり、認知症対策等に取り組み、高齢者が地域でいきいきと安心し

て暮らせるよう、適正な介護保険の運営に努めたいと考えております。 

以上、議第２２号、令和６年度竜王町介護保険特別会計予算の内容説明とさせ

ていただきます。 

○議長（小西久次） 森岡上下水道課長。 

○上下水道課長（森岡道友） 続きまして、議第２５号、令和６年度竜王町水道事

業会計予算につきまして、その内容を御説明申し上げます。 

予算書を御覧ください。 
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１ページ、第２条、業務の予定量といたしまして、給水戸数につきまして３，

９６０戸、年間総配水量につきまして１４９万２，０００立方メートル、１日平

均給水量につきまして３，８００立方メートル及び主な建設改良事業といたしま

して山中配水池防水工事３億２，０００万円をそれぞれ予定するものでございま

す。 

次に、第３条、収益的収入の予定額といたしまして３億５，６８２万円、収益

的支出の予定額といたしまして３億３，８８６万２，０００円と定めるものでご

ざいます。収益的収入の内訳といたしまして、営業収益が２億９，７３８万円、

営業外収益が５，９４３万円、特別利益が１万円でございます。収益的支出の内

訳といたしまして、営業費用が３億２，１６２万８，０００円、営業外費用が１，

６９３万４，０００円、予備費が３０万円でございます。 

次に、第４条、資本的収入の予定額といたしまして２億５，６００万円、資本

的支出の予定額といたしまして３億６，５２６万１，０００円と定めるものでご

ざいます。資本的収入の内訳といたしまして、企業債が２億５，６００万円でご

ざいます。資本的支出の内訳といたしまして、建設改良費が３億２，１００万円、

企業債償還金が４，４２６万１，０００円でございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対しまして１億９２６万１，０００円の

不足となりますが、これにつきましては、過年度分及び当年度分損益勘定留保資

金、当年度分消費税資本的収支調整額並びに当年度利益剰余金で補填させていた

だくこととしております。 

次に、第５条で債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額といた

しまして、施設保守点検業務を令和７年度から令和９年度までの期間で限度額３，

４７９万６，０００円と、中央監視装置に係るデータセンター使用及び各種回線

使用手数料を令和７年度から令和１０年度までの期間で限度額３１４万２，００

０円と、竜王町水道ビジョン等改定業務を令和７年度で限度額６７７万６，００

０円と、第６条で企業債の限度額を２億５，６００万円と、第７条で一時借入金

の限度額を１，０００万円と、第８条で予定支出の各項の経費の金額の流用とい

たしまして、営業費用と営業外費用との間と、第９条で議会の議決を経なければ

流用することのできない経費といたしまして職員給与費２，８２４万６，０００

円、交際費２万円と、第１０条で一般会計等から受ける補助金といたしまして３，

０００万円と、第１１条でたな卸資産購入限度額を５００万円と定めるものでご

ざいます。 
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以上、議第２５号、令和６年度竜王町水道事業会計予算の内容説明とさせてい

ただきます。 

続きまして、議第２６号、令和６年度竜王町下水道事業会計予算につきまして、

その内容を御説明申し上げます。 

予算書をご覧ください。 

１ページ、第２条、業務の予定量といたしまして、接続戸数につきまして３，

４００戸、年間総処理水量につきまして１６５万１，０００立方メートル、１日

平均処理水量につきまして４，５００立方メートル及び主な建設改良事業といた

しまして、農業集落排水施設の公共下水道接続工事に係る事業費１億９，２１２

万円をそれぞれ予定するものでございます。 

次に、第３条、収益的収入の予定額といたしまして５億２，１５５万６，００

０円、収益的支出の予定額といたしまして５億９２６万４，０００円と定めるも

のでございます。収益的収入の内訳といたしまして、営業収益が２億２，３５３

万８，０００円、営業外収益が２億９，８０１万４，０００円、特別利益が４，

０００円でございます。収益的支出の内訳といたしまして、営業費用が４億７，

１７６万円、営業外費用が３，７００万４，０００円、予備費が５０万円でござ

います。 

次に、第４条、資本的収入の予定額といたしまして２億８，８６８万２，００

０円、資本的支出の予定額といたしまして４億７，７７６万１，０００円と定め

るものでございます。資本的収入の内訳といたしまして、他会計出資金が８，８

１８万１，０００円、企業債が１億１，９２０万円、補助金が８，１００万円、

分担金が３０万円、負担金が１，０００円でございます。資本的支出の内訳とい

たしまして、建設改良費が２億１，７７４万１，０００円、企業債償還金が２億

６，００２万円でございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対しまして１億８，９０７万９，０００

円の不足となりますが、これにつきましては、過年度分及び当年度分損益勘定留

保資金並びに当年度分消費税資本的収支調整額で補填させていただくこととして

おります。 

次に、第５条で企業債の限度額を下水道事業が９，４８０万円、資本費平準化

債が２，４４０万円、未利用利子が７６０万円と、第６条で一時借入金の限度額

を５億円と、第７条で予定支出の各項の経費の金額の流用といたしまして営業費

用と営業外費用との間と、第８条で議会の議決を経なければ流用することのでき
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ない経費といたしまして職員給与費３，５７４万４，０００円と、第９条で一般

会計から受ける補助金といたしまして１億４，２００万２，０００円と定めるも

のでございます。 

以上、議第２６号、令和６年度竜王町下水道事業会計予算の内容説明とさせて

いただきます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２８ 議第２７号 工事請負契約の締結について 

○議長（小西久次） 次に、日程第２８ 議第２７号、工事請負の締結についてを

議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま上程いただきました議第２７号につきまして、提案

理由を申し上げます。 

議第２７号、工事請負契約の締結についてにつきましては、竜王町総合庁舎東

側便所等改修工事の請負契約の締結でございまして、去る令和６年２月５日に指

名競争入札を執行いたしましたところ、滋賀県蒲生郡竜王町岡屋１２２３、村井

建設株式会社代表取締役瀬川惠司が金額５，１２２万７，０００円で落札いたし

ましたので、これの請負契約の締結について、地方自治法第９６条第１項第５号

及び竜王町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

第２条の規定により、議決を求めるものでございます。 

以上、提案理由といたしますので、よろしく御審議を賜り、御承認いただきま

すようお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後３時２４分 


